
 

大阪市休日夜間二次救急診療体制確保事業実施要領 

 

１ 趣旨 

  本市は、市民が安心して安全に生活できるよう、入院及び手術が必要な重症患者に対す

る救急診療（以下「二次救急診療」という。）の実施体制を確保することにより、市域にお

ける救急医療体制の充実を図るものとする。 

 

２ 実施主体 

実施主体は大阪市とする。ただし、この事業を、公益財団法人大阪市救急医療事業団

（以下「事業団」という。）に委託するものとする。 

 

３ 事業内容 

事業団は、次項以下に掲げるいずれかの業務を実施する市域の二次救急医療機関及びそ

れと同等の体制を確保する医療機関（以下「二次救急医療機関等」という。）と委託契約

を結ぶものとする。 

（１）小児科後送体制確保業務 

中央急病診療所及び各休日急病診療所において処置が困難である入院・手術等を要す

る救急患者の診療を行うため、事業団が要請する時間帯において、後送病院としての

体制を確保する。 

（２）小児科・内科後送患者受入業務 

事業団からの要請に基づき、事業団が運営する中央急病診療所及び各休日急病診療所

において処置が困難である入院・手術等を要する救急患者を受け入れ、診療を行う。 

（３）搬送患者受入体制確保業務 

ア 小児科の受入体制 

大阪市消防局救急隊から休日及び夜間帯に搬送される患者に対して、大阪府小児救

急医療支援事業費補助金交付要綱に基づく小児科の受入体制を確保する。 

イ 小児科以外の受入体制 

大阪市消防局救急隊から休日及び夜間帯に搬送される患者に対して、小児科以外の

受入体制を確保する。 

（４）搬送患者受入業務 

大阪市消防局救急隊から搬送される患者を受け入れ、診療を行う。 

 

４ 業務実施報告 

（１）二次救急医療機関等は、「二次救急医療患者受入業務実施報告書（様式１）」及び

「二次救急医療患者受入業務実施内訳書（様式２）」を各四半期経過後１月以内（第

４四半期にあっては、大阪市が指定する日まで）に大阪市に提出しなければならな

い。  

（２）大阪市は、二次救急医療機関等より提出のあった「二次救急医療患者受入業務実施報

告書（様式１）」等を取りまとめ、事業団に通知するものとする。 

 



５ 委託料 

事業団は、大阪市からの通知に基づき、委託料を二次医療機関等に支払わなければなら

ない。なお委託料については、別紙に定めるとおり、実績に応じて支払うものとする。 

 

６ 補則 

この要領に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は専管する担当課長が定

める。 

 

附 則 

この実施要領は、平成１９年３月１５日から施行し、平成１７年４月１日から適用する。 

附 則 

この実施要領は、平成２５年４月１日から施行する。 

附 則 

この実施要領は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則 

この実施要領は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則 

この実施要領は、平成３０年４月１日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

この要領は、令和元年５月１日から施行し、平成３１年度並びに令和元年度以降の予算に

より支出する委託料について適用する。 

 



（別紙） 

 

 

委託料一覧（消費税及び地方消費税相当額を除く） 

 

（１）小児科後送体制確保料 

場 所 実施日 実施時間 単 価 

各休日急病診療所  休日･年末年始 10:00～17:00( 7H) 13,000円 

中央急病診療所 

平 日 22:00～ 6:00( 8H) 13,000円 

土曜日 15:00～ 6:00(15H) 33,000円 

休日･年末年始 17:00～ 6:00(13H) 26,000円 

中野休日急病診療所

及び中央急病診療所 

平 日 

(準夜帯含む) 
20:30～ 6:00(9.5H) 16,000円 

 

（２）小児科・内科後送患者受入料 

後送患者１人あたりの受入料は、14,000円とする。 

 

（３）搬送患者受入体制確保料 

ア 小児科の受入体制  

（ア）小児救急告示病院  

受入体制の確保に対する確保料は、１回当たり20,000円とする。 

（イ）小児救急告示病院と同等の体制を確保する医療機関 

受入体制の確保に対する確保料は、１回当たり7,000円とする。 

 

イ 小児科以外の受入体制 

受入体制の確保に対する確保料は、１回当たり950円とする。 

 

（４）搬送患者受入料 

大阪市消防局救急隊から搬送される患者に対する受入料は、１人当たり300円とす

る。 

 


